
端的にいえば、「農林漁業者が経営する宿」のことです。

「農林漁業」 ＋ 「宿泊業」

“農林漁家民宿”とは
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“農林漁家民宿”の開業に係る関係法令

① 旅館業法：宿泊業を行う場合、「簡易宿所」等の営業許可が必要
② 食品衛生法：食事を営業で提供する場合、飲食店営業許可が必要
③ 建築基準法：使用する物件の建築基準の確認、竣工検査が必要
④ 消防法：宿泊業を行う場合、必要な防火のための対処が必要
⑤ 浄化槽法:浄化槽の設置を求められる場合がある
⑥ 農地法：農地の上で、宿泊業を行う場合、その事前協議が必要
⑦ 自然公園法：自然公園のエリアに指定されている場合、許可が必要
等
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旅館業法に基づく宿泊業の分類
～“小規模型の農林漁家民宿”の位置づけ～

ホテル 旅 館 簡易宿所

定義 洋風につくられた施設 和風につくられた施設 多人数で共用する施
設

客室床面積 洋室９㎡以上（６帖）

和室７㎡以上（4.5帖）
洋室９㎡以上（６帖）

和室７㎡以上（4.5帖）
延べ床面積

３３㎡以上（20帖）
※農林漁業者には当条

件を撤廃

客室の数 １０室以上 ５室以上 規定無し

(1室でも可）
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規制緩和を受けて普及した農林漁家民宿の開業

開業の規制緩和措置

開業時の投資金額：抑える

受入規模(無理しない)

小規模（１日数組まで）

経営の比重

農林漁業 ＞ 宿泊業
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農林漁家が“子ども達の受入家庭”
（1軒当たり少人数泊）

●家庭的な生活（規則正しい生活・家庭の食生活等）

●家族的な交流（“家族の一員”としての役割・会話等）

●本物体験（自然・文化・生活・勤労生産・環境保全等）

“農林漁家民宿”が増加した要因

～学校教育旅行による農林漁家泊の普及～
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不登校・引きこもり・ニート＝社会問題の原因は、

１．生活習慣の乱れ（ 夜更かし、朝食欠食）

２．希薄な対人関係

・ 保護者、地域の大人の関与が少ない

・ 仲間との接触が少ない

３．直接体験の不足（体を動かす体験、自然体験の不足）

文部科学省の方針

１．生きる力を育む“体験学習と道徳教育”の重視

２．キャリア教育（職場見学・職場体験・インターシップ等）

交流・体験の機会を

なぜ、学校は農山漁村での交流・体験を？
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